
 
 
 

核
兵
器
廃
絶
に
向
け
た
取
り
組
み
の
強
化
を
求
め
る
決
議 

平
成
二
十
一
年
六
月
十
七
日 
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わ
が
国
は
、
唯
一
の
被
爆
国
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
世
界
の
核
兵
器
廃
絶
に
向
け
て
、
一
九
九
四
年
以
来
、
国
連
総
会
へ
「
核

兵
器
の
究
極
的
廃
絶
に
向
け
た
核
軍
縮
」
決
議
案
提
出
な
ど
、
先
頭
に
立
っ
て
活
動
し
て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
も
、
一
層
行
動

す
る
責
務
が
あ
る
。 

し
か
し
、
冷
戦
後
の
現
在
に
お
い
て
も
、
核
兵
器
の
み
な
ら
ず
、
核
爆
弾
搭
載
可
能
な
ミ
サ
イ
ル
の
開
発
、
核
物
質
や
核
技

術
の
流
出
、
拡
散
等
の
脅
威
は
む
し
ろ
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
為
、
去
る
四
月
五
日
、
オ
バ
マ
米
国
大
統

領
は
「
核
兵
器
の
な
い
世
界
」
を
追
求
す
る
決
意
を
表
明
し
た
。
ま
た
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
も
北
朝
鮮
の
核
実
験
に
対
し

国
連
安
保
理
決
議
第
一
八
七
四
号
等
で
断
固
た
る
拒
否
の
姿
勢
を
示
し
た
。 

我
々
は
こ
の
事
態
を
重
く
受
け
止
め
、
核
保
有
国
・
非
核
保
有
国
等
と
連
携
を
と
り
、
核
軍
縮
、
核
不
拡
散
の
取
り
組
み
と

実
効
性
あ
る
査
察
体
制
の
確
立
を
積
極
的
に
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
政
府
は
こ
の
機
会
を
捉
え
、
二
〇
一
〇
年
核
兵
器

不
拡
散
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
運
用
検
討
会
議
に
お
い
て
、
主
導
的
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
核
保
有
国
を
は
じ
め
と
す
る
国
際



 

二 

社
会
に
働
き
か
け
、
包
括
的
核
実
験
禁
止
条
約
（
Ｃ
Ｔ
Ｂ
Ｔ
）
の
早
期
発
効
や
兵
器
用
核
分
裂
性
物
質
生
産
禁
止
条
約
（
カ
ッ

ト
オ
フ
条
約
）
の
推
進
な
ど
、
核
廃
絶
・
核
軍
縮
・
核
不
拡
散
に
向
け
た
努
力
を
一
層
強
化
す
べ
き
で
あ
る
。 

右
決
議
す
る
。 


